
「外国の重要な公的地位を有する方」に該当する場合の申告のお願い 

 

ジャックスリース株式会社 

 

 

２０１６年１０月１日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正法が施行さ

れることに伴い、弊社と対象取引（下記*１．参照）を行うお客様ご自身、お客様のご家族

（下記*２．参照））又はお客様が法人の場合にはお客様の実質的支配者に該当する方が「外

国の重要な公的地位を有する方」（下記*３．参照）に該当する場合は、弊社に申告いただ

くことが必要となります。 

＊上記に該当するお客様は、対象取引のお申込みに際して申告いただくか、弊社までご連

絡いただきますようお願いいたします。 

  

*１．対象取引とは 

  ①１回のリース料が１０万円を超えるファイナンスリース契約を締結する取引 

 

*２．ご家族とは、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子に当たる方をいいま 

す。配偶者には内縁関係も含みます。また、子には実子だけでなく養子も含みます。 

 

*３．「外国の重要な公的地位を有する方」とは 

「外国の重要な公的地位を有する方」とは、外国の元首及び以下のいずれかの地位に

現在ついており又は過去についていたことがある方のことをいいます。 

①日本における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職 

②日本における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職 

③日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 

④日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に

相当する職 

⑤日本における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚

長・副長に相当する職 

⑥中央銀行の役員 

⑦予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員 

 

 

以 上 


